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I はじめに 
本学は、男女共同参画社会の実現に向けて大学が果たすべき責務を自覚し、平成２１年

度に第１期男女共同参画推進基本計画（マスタープラン）を策定し、本基本計画の最終年

度である平成２７年度までの７年間、男女共同参画推進のための様々な推進活動を実施

してきた。第１期マスタープランの取り組みについては、平成２４年度に実施した中間評

価と併せて最終年度までの取り組みの検証を行い、その検証結果等を次のステップとな

る第２期マスタープランの取組に反映させ、男女が共に協力し合える大学の実現を目指

して推進活動を行っている。第２期マスタープランの期間は、平成２８年度から令和３年

度までの６ヶ年であり、令和元年度までの行動計画（アクションプラン）の推進状況を検

証するため、中間評価を実施した。

II 評価について 
本基本計画の評価は、マスタープランの行動計画ごとに、令和元年度までの達成状況に

基づき、下記の４段階で評価した。

  ４  順調に進んでいる

  ３  おおむね順調に進んでいる

２  やや遅れている

１  遅れている

Ⅲ 令和元年度 中間評価の結果について

１．教職員の人的構成における男女格差の是正

①女性教員の在職比率を２３％以上に維持し、教職員の男女在職比率の改善に努める。 
○ 平成２８年度から令和元年度までの女性教員在職比率は、以下のとおりである。 

※ 学校基本調査に基づき算出

○ 上表のとおり、平成２８年度から令和元年度までの４年間の本学女性教員在職

比率は、目標値の２３％以上を維持しており、評価を「順調に進んでいる」とした。

○ 引き続き、女性教員が働きやすい職場環境を維持するため、各種両立支援制度を

継続するとともに制度の周知及び男女共同参画に関する啓発活動を継続する。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

教授 61 8 13.1％ 64 7 10.9％ 64 7 10.9％ 64 7 10.9％ 
准教授 50 12 24.0％ 51 11 21.6％ 56 12 21.4％ 50 12 24.0％ 
講師 52 11 21.2％ 50 12 24.0％ 47 9 19.1％ 54 10 18.5％ 
助教 193 52 26.9％ 191 52 27.2％ 197 58 29.4％ 196 58 29.5％ 
助手 13 11 84.6％ 14 11 78.6％ 12 8 66.7％ 12 6 50.0％ 

計 369 94 25.5％ 370 93 25.1％ 376 94 25.0％ 376 93 24.7％ 
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②女性教員の採用比率を２５％以上に維持するよう女性教員を採用する。

○ 平成２８年度から令和元年度までの女性教員採用比率は、以下のとおりである。 

○ 上表のとおり、平成３０年度の女性教員採用比率は 24.2％と目標値に達しなか

ったが、令和元年度は 27.6％に上昇しており、期間全体の女性教員採用比率は

30.0％であることから、「順調に進んでいる」と評価した。

○ 引き続き、教員公募要領には女性の積極的な応募を期待する旨の明記を継続す

るとともに、女性教員のキャリアモデルによる男女共同参画に関する講演会を開

催する等により教員を目指す候補となる人材を増やすための取組を行うなど、各

種の取り組みを継続する。 

③両立支援等を実施し、女性教員等の離職防止を図る。

○ 平成２８年度から令和元年度までの女性教員離職割合は、以下のとおりである。 
平成２８年度 ２０．０％（男性教員： ８．０％） 

平成２９年度 １２．７％（男性教員： ７．７％） 

平成３０年度 １２．７％（男性教員： ７．８％） 

令和 元 年度  ８．２％（男性教員：１１．０％） 

○ 上述のとおり、平成２８年度から令和元年度にかけて女性教員の離職割合は減少

傾向で推移しており、期間の初年度である平成２８年度の 20.0％から令和元年度

は 8.2％まで減少したことから、「順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、働きやすい職場環境として、大学構内に保育所・搾乳室、相談制度、

研究支援員制度等を維持し、採用教員に本学両立支援制度、保育所及び休暇等の制

度を分かりやすく記載したリーフレットを配付して利用促進を図るなど、本学の

各種両立支援制度の継続と本学構成員への周知・啓発を継続する。 

２．大学運営における意思決定への女性の参画拡大 

①管理職に占める女性の割合を改善するため、女性役員を１名以上置き、第２期計画

期間終了時点で女性登用率を２８％以上とする。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

総教

員数

内女性 
教員数

女性の 
割合

教授 6 1 16.7％ 4 1 25.0％ 6 0 0.0％ 4 0 0.0％ 
准教授 9 0 0.0％ 11 2 18.2％ 3 1 33.3％ 8 2 25.0％ 
講師 7 3 42.9％ 10 2 20.0％ 13 0 0.0％ 9 3 33.3％ 
助教 37 18 48.6％ 45 14 31.1％ 39 13 33.3％ 61 18 29.5％ 
助手 3 2 66.7％ 5 4 80.0％ 1 1 100％ 5 1 20.0％ 

計 62 24 38.7％ 75 23 30.7％ 62 15 24.2％ 87 24 27.6％ 
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○ 平成２９年４月から、女性役員として女性監事を１名登用している。

○ 平成２８年度から令和元年度までの管理職に占める女性登用率は、以下のとお

りである。

H28年度：26.7％、H29年度：26.7％、H30年度：34.5％、R1年度：28.1％ 

○ 女性管理職の育成

・「女性管理職の育成研修会－サーバント（支援型）リーダーシップについて－」

開催日：平成３０年２月１６日（金）

場 所：大会議室（管理棟３階）

講 師：公益財団法人２１世紀職業財団

対象者：係長職以上の女性中堅事務職員

参加者：２８名

・「女性管理職育成のための研修会」

開催日：令和元年１１月７日（木）

場 所：大会議室（管理棟３階）

講 師：公益財団法人２１世紀職業財団

対象者：女性職員

参加者：２９名

・「女性キャリアアップ研修」（人事課主催）

開催日：令和２年２月１３日（木）

場 所：臨床講義室３（臨床講義棟２階）

講 師：株式会社フォーブレーン

対象者：全教職員

参加者：３４名

○ 上述のとおり、平成２９年度から女性役員として女性監事を１名置いており、管

理職に占める女性登用率についても令和元年度時点で 28.1％と目標値に達してい

ることから、「順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、女性管理職育成研修等を実施するなど、管理職候補者に対する意識啓

発を継続する。 

②教職員・学生からの男女共同参画に関わる意見を積極的に取り入れる。

○ 平成３０年度に教職員の男女共同参画に関する意識調査を実施した。

 回答率：平成３０年度 ６１．８％（参考：平成２６年度 38.2％）

 男女共同参画に係る意識啓発で重要だと思うことや効果的な方法等について

の主なご意見等 

• ハラスメント、両立支援、意識啓発に関する e-Learning の実施、義務化。 

• 男女共同参画を実践している働きやすい部署を大学が表彰する。
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• 定期的な意識調査の実施。

• 女性管理職の増加。

• 育児中で時短勤務していても一人とカウントされているため、他のスタッ

フの負担増となっている。実情を考慮した人員配置と制度を利用する方には

権利意識だけではなく周囲への感謝の気持ちを希望する。 

• 両立支援制度等を利用する職員は負担軽減になるが、そのために業務量が

増加する職員へのインセンティブが必要。 

• ＬＧＢＴへの理解、多様な生き方への理解が必要。様々な立場の人が快適に

勤務できる環境が重要。 

• 各種制度に存在する「小１の壁」のため、勤務を続けることが困難。など

○ 平成３０年度に保育所利用者へのアンケートを実施した。

 回答率

平成３０年度  ８２．５％ 

 保育所の運営等についての主なご意見等

• 保育定員が不足しているので、もっと増やしてほしい。

• 保育士の人員不足を解消してほしい。

• 授乳ブースができて、以前より授乳しやすくなりました。など

○ 平成３０年度に病児・病後児保育に関するアンケートを実施した。

 主なご意見等

• 子どもが病気のときは仕事が休める環境（余裕のある人員配置等）が必要。

• 保育定員が少なくて利用できない。保育定員を増やしてほしい。

• 受入れ年齢の拡大と手続きの簡素化を希望。など

○ 平成３０年度に実施した保育所利用者へのアンケートに寄せられた意見等に基

づき、平成３１年４月から、年齢区分別の保育定員に幅を持たせる規程改正を行い、

その時々のニーズに合わせた柔軟な受入れを可能とした。 

○ 平成３０年度に実施した病児・病後児保育室に関するアンケートに病児保育の

定員を増やしてほしい旨の意見が複数寄せられたが、本学保育所の構造上、保育所

内での感染を防いで安心して預けられる病児保育室とするためには定員を減じる

必要があると判断し、平成３１（令和元）年度に定員を２名から１名に減じる規程

改正を行った。（令和２年４月の保育委託業者交代の際には、定員を１名から３名

とする規程改正を行った。） 

○ 女性医師のためのスキルズアッププログラムに対して、診療科を決めかねる場

合があるとの意見が寄せられ、平成３１（令和元）年度に複数の診療科を体験でき

るプレプログラムについて規定する規程改正を行った。 
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○ 上述のとおり、保育所利用者へのアンケート等に寄せられた意見を取り入れ、年

齢区分別の保育定員に幅を持たせる規程改正を行い、その時々のニーズに合わせ

た柔軟な受入れを可能とした。また、病児・病後児保育室に関するアンケートに寄

せられた定員増の要望に応えるため、令和元年度に定員を１名から３名に改正す

る準備を行った。さらに女性医師のためのスキルズアッププログラムへの意見を

取り入れてプレプログラムを規定する規程改正を行っていることから、「順調に進

んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、平成 30年度に実施した意識調査への意見について、真に必要で実現

可能な取り組みから順次進めていく。 

３．教育・研究・就労・就学と家庭生活との両立支援 

①育児休業、介護休業及び短時間勤務制度等の両立支援制度の周知を図り、自身のワ

ーク・ライフ・バランスに適した制度の利用を促進させる。

○ 仕事と育児・介護の両立支援制度等を一覧表にまとめたリーフレットを作成し、

新規採用者に配付するとともにＨＰに掲載する等により周知を図っている。

○ 年度別 育児休業制度、介護休業制度、育児短時間勤務制度、及び育児部分休業

制度利用者数（のべ人数）    単位：人

○ 上表のとおり、育児休業及び育児部分休業については毎年一定数利用されてい

ることから制度が教職員に十分周知されていると考えられ、育児短時間勤務につ

いては年々教職員の認知度が高まり利用者数は増加傾向を示している。 

種類 性別 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 

育児休業

男 0 0 2 2 
女 135 131 130 129 
計 135 131 132 131 

介護休業

男 0 0 0 0 
女 0 1 1 1 
計 0 1 1 1 

育児短時

間勤務

男 0 0 0 0 
女 26 36 44 45 
計 26 36 44 45 

育児部分

休業

男 0 0 0 0 
女 52 62 61 49 
計 52 62 61 49 

早出遅出

勤務

男 1 1 1 0 
女 2 2 2 1 
計 3 3 3 1 
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○ 平成２８年度から、一時的に離職した、又は医療活動等を制限している女性医師

の医療現場への速やかな復帰を支援するため、医療現場から離れている女性医師

（医療活動制限中の女性医師を含む。）で、本プログラムに参加することにより、

キャリアの継続あるいは次のキャリアへのステップアップを志す者を対象とし、

月２４時間以内の勤務で医療技術の向上・維持を図る「女性医師支援のためのスキ

ルズアッププログラム」を導入し、以下のとおり実施した。

平成２８年度：１名（乳腺・一般外科） 

平成２９年度：３名（乳腺・一般外科 1名、循環器内科 1名、小児科１名） 

平成３０年度：３名（乳腺・一般外科２名、小児科 1名） 

令和 元 年度：４名（乳腺・一般外科２名、小児科２名） 

○ 女性教員が気兼ねなく育児休業などの支援制度が利用できるよう、また周囲の

スタッフへの負担を軽減するため、女性教員の多い部署に特任助教を配置した。

平成２８年度：２名（母子・女性診療科 1名、麻酔科 1名） 

平成２９年度：２名（母子・女性診療科 1名、麻酔科 1名） 

平成３０年度：３名（母子・女性診療科 1名、麻酔科 1名、血液内科 1名） 

令和 元 年度：３名（母子・女性診療科 1名、麻酔科 1名、血液内科 1名） 

○ 女性教職員の離職を防ぐための対策としてセーフティーネットを強化した。

• 滋賀県地域医療再生事業（地域医師確保対策事業）補助金（子育て医師のため

のベビーシッター補助金）事業に申請し、本学勤務医に補助金を支給した。 

• 財団法人こども未来財団による「ベビーシッター補助金事業（ベビーシッター

育児支援割引券）」を希望者に斡旋するため、学内に広く周知した。 

○ 搾乳室を学内１カ所、病院内１カ所に設置している。

○ 本学では、平成２９年１０月１日に施行された国の「育児・介護休業改正法」を

上回る内容を本学「育児休業等規程」及び「介護休業等規程」に規定している。 

• 以下の表は、本学と国の育児・介護休業制度を比較したものである。

本学 国 

育児休業 子が３歳に達するまでの間 子が１歳６カ月に達するまでの間 

（６ヶ月延長可能） 

介護休業 １８６日以内 ９３日まで 

○ 以上のことから、育児休業、介護休業及び短時間勤務制度等の両立支援制度の利

用促進に関しては、「順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、各種両立支援制度を維持するとともに本学構成員への周知・啓発を継

続する。女性医師スキルズアッププログラムについては、応募の際に診療科が決め

られない場合に最大３診療科各１カ月以内を経験できるプレプログラムを策定し、
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本制度の利用促進を図る。 

②積極的な両立支援策として、多様な保育形態を提供し、利用しやすい保育施設を運

営する。

○ 学内保育所「あゆっこ」の環境づくり

• 平成１９年２月１日に、保育所「あゆっこ」開設

• 平成２２年２月１日に、保育室を２室から５室へ、また受入児童定員を１５

人から４０人へ拡充

• 待機児童解消のため、平成２４年４月１日に、保育所の年齢別定員を以下の

とおり変更

平成２４年３月３１日まで 平成２４年４月１日以降 

０歳児 ８ ０歳児 １３ 

１～３歳児 ２０ １歳児 １１ 

４歳児 ７ ２歳児 ９ 

５歳児 ５ ３～５歳児 ７ 

• 土曜保育は、平成２３年度隔週開所、平成２４年６月１日以降全土曜日開所

• 平成２５年１月７日に病児保育室を開室

• 平成２７年１月から保育所年齢別定員を次のとおり変更

０歳児：１６人、１歳児：１２名、２歳児：７人、３～５歳児：５人 

• 平成２７年４月から夜間保育の開始（毎週金曜日）

• 平成３１年１月から保育所年齢別定員を次のとおり変更

０歳児：９～１２人、１～２歳児：２２～２４名、 

３～５歳児：総定員４０人から０～２歳児の入所者数を減じた数 

• 平成３１年３月から病児保育室の定員変更（定員２名から１名に変更）

• 令和２年４月から病児保育室の定員変更（定員１名から３名に変更）の準備

○ 上述のとおり、両立支援のための学内保育所においては多様な保育形態を提供

しており、年齢別保育定員を柔軟に規定する等により利用しやすい保育施設の運

営に努めていることから、「おおむね順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、多様な保育形態を維持するとともに、平成３０年度に実施した保育所

利用者及び病児・病後児保育室に関するアンケートへの意見について、真に必要で

実現可能な取組みから順次進めていく。 

③出産・育児等により研究活動の低下を生じさせない環境整備として設置した研究支

援体制を周知し、より一層の利用促進を図る。

○ 出産・育児・介護等に直面して研究時間の確保が困難となった研究者に「研究支

援員」 を配置し、研究の継続を支援することにより、本学の研究者の研究意欲向

上を図ることを目的とし、前期（４月～９月）・後期（１０月～３月）の２回に分

けて募集し実施している。 
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○ 利用研究者数の推移 ※（ ）内は配置した支援員数を示す。

平成２８年度：前期 １１名（１２名）、後期 １３名（１３名） 

平成２９年度：前期 １２名（１２名）、後期 １２名（１３名） 

平成３０年度：前期 １４名（１４名）、後期 １７名（２０名） 

令和 元 年度：前期 ２１名（２２名）、後期 ２０名（２１名） 

○ 子育て・介護中の研究者のニーズに合わせた研究支援員を迅速に派遣するため、

研究者よし、学生よし、社会よしとなる「三方よし人材バンク」を設立し、本学学

部学生の登録を進めている。 

○ 三方よし人材バンク登録学生数の推移

Ｈ２８年度：２名、Ｈ２９年度：６名、Ｈ３０年度：９名、Ｒ１年度：７名 

○ 上述のとおり、研究支援員の配置については利用する研究者数及び配置する研

究支援員数が着実に増加していることから、「順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、研究支援員制度を継続するとともに本制度を構成員に周知し、三

方よし人材バンクへの学生の登録方法を見直すことにより登録者数を増加させ、

研究支援員の利用促進を図る。 

④男女共同参画に関する取り組みを地域の自治体・大学・関係機関等と連携して進め、

男女共同参画社会の実現に資する。

○ 滋賀県医師キャリアサポートセンターと連携し、県下の病院長、事務長、医師、

学生等が参加する「滋賀県女性医師交流会」において、本学男女共同参画推進室の

取組みについて講演するなど、地域における男女共同参画社会の実現に向けて取

り組んだ。

・第６回滋賀県女性医師交流会

開催日：平成２９年１１月１８日（土）

場 所：本学リップルテラス会議室１

テーマ：「女性も男性も楽しく働く！～キャリアアップも子育ても充実～」

参加者数：６３名

講 演：「平成２９年度助成のチャレンジ賞特別部門賞の受賞にあたって」

講 師：本学学長補佐（男女共同参画担当） 尾松万里子准教授

・第７回滋賀県女性医師交流会

開催日：平成３０年１０月２７日（土）

場 所：本学リップルテラス会議室１

テーマ：「みんなが活躍できる働き方改革」

参加者数：５４名
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・第８回滋賀県女性医師交流会

開催日：令和元年１１月３０日（土）

場 所：ロイヤルオークホテル

テーマ：「本音で語ろう！どこで、どんなキャリアを磨くか！」

参加者数：６０名

○ 平成２９年６月、本学男女共同参画推進室における「女性医師がキャリアと子育

て・介護等ライフイベントとを両立させられる環境整備等」の取り組みが評価され、

内閣府の女性の職場における活躍促進のための企業の枠を超えた取り組みについ

て顕彰される「女性のチャレンジ賞特別部門賞」を受賞した。

○ 上述のとおり、本学における男女共同参画推進の取り組みは、内閣府「女性のチ

ャレンジ賞特別部門賞」を受賞するなど外部から評価されたことから、「順調に進

んでいる」と評価した。

○ 引き続き、地域における男女共同参画社会の実現のため、滋賀県医師キャリアサ

ポートセンター定例会議への出席を継続し、滋賀県と連携して地域の男女共同参

画に取り組む。 

４．性差別のない環境の構築 

①性別役割分担意識から生まれる慣行からの不利益を解消するための対策を講じる。

○ 教職員の男女共同参画に関する意識調査を平成 30年度に実施し、教職員の意識

の実態を把握した。なお、職場で男女差別を感じたことがある者の割合は、以下の

とおり。 

 平成３０年度 24.8％（大いに感じる 4.5％、少し感じる 20.3％） 

参考：平成２６年度 24.7％（大いに感じる 3.5％、少し感じる 21.2％） 

○ 上述のとおり、職場で男女差別を感じたことがある者の割合は、前回調査時に比

べて横ばい状態であるが、男女別の内訳は、平成２６年度：男性 30.9％、女性 22.0％、

平成３０年度：男性 35.6％、女性 20.6％であり、平成３０年度の意識調査におけ

る自由記述では女性が優遇されている状況を指摘する男性からの意見が散見され

た。これは、女性に対する男女共同参画推進の取り組みが進んでいることを示す一

方で、男性に対する男女共同参画に対する意識啓発の必要性を示唆している可能

性があると考えられる。

○ 意識啓発のため、平成３０年１０月２７日、社会学者・東京大学名誉教授・認定

ＮＰＯ法人ウィメンズアクションネットワーク（ＷＡＮ）理事長 上野千鶴子 氏

を招き、「『道なき道の歩き方』～女性学は何を目指すか？～」をテーマに男女共同

参画推進のための講演会を開催した。（参加者：学内外から１７０名） 
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○ 意識啓発のため、令和元年１０月２７日、京都精華大学 学長 ウスビ・サコ

氏を招き、「多様性を認め合う社会の実現に向けて」をテーマに男女共同参画推進

のための講演会を開催した。（参加者：学内外から４０名） 

○ 上述のとおり職場で男女差別を感じたことがある者の割合は低く、特に女性が

差別を感じる割合は、平成 26年度の 22.0％から平成 30年度は 20.6％に減少した

ことから、「順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、男性への男女共同参画推進に関する啓発と、両立支援制度等を利用する

者が権利を行使できるのは同僚や上司の理解と協力があることを忘れることのな

いよう、男女共同参画推進のための講演会の開催等により意識啓発を継続する。

②セクシュアル・ハラスメントなど人の尊厳を侵害する行為を防止し、人権を尊重す

る環境を構築する。

○ ハラスメント相談窓口等を紹介するパンフレットの配布、ハラスメント防止ポ

スターの掲示、全学メールによる注意喚起メールの定期的な配信、教授会等におい

て各部署の長に対する注意喚起等を行うとともに、ハラスメント防止に関する研

修等を次のとおり開催した。 

• 新入生向けオリエンテーションにおけるハラスメント講習会の実施（年１回） 

• 新規採用職員研修における人権研修の実施（年１回）

• 人権研修としてハラスメント防止研修の実施（年１回）

• ハラスメント相談員研修の実施（２年に１回程度）

○ 本学におけるハラスメントの傾向を把握し、より効果的な研修会等の啓発活動

の実施につなげるため、平成３０年度から、ハラスメント相談員が対応したハラス

メントの種別及び件数についてのみ情報を共有している。

○ 上述のとおり、人権を尊重する環境を構築するため、様々な取組みを継続的に実

施しており、ハラスメント相談員が断続的にハラスメント相談に対応しているこ

とから、「おおむね順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、ハラスメント相談員が対応したハラスメントの種別及び件数を四半

期ごとに確認し、ハラスメント防止研修の内容に反映させるなど、効果的な意識啓

発を行うとともに、定期的な全学メールによる注意喚起等により、ハラスメントの

ない職場環境の構築に取り組む。 

５．男女共同参画に関する意識改革のための教育、広報・啓発活動 

①学生に対して早い時期からの男女共同参画に関する意識改革を促すため、学生への

教育プログラムを充実させ、教職員対象の講演会等に学生を参加させ、全学的に意
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識改革に取り組む。 

○ 平成２９年度から、医学科１年生を主な対象に著名な演者を招いて行う講義「医

学特論」において、学生の男女共同参画に係る意識の向上を図ることも目的として

女性研究者を招聘し、そのキャリアパス等も含めて次のとおり講義を行った。 

・平成２９年度

日時：平成２９年１１月９日（木）16:20～17:50 
場所：Ｂ講義室（基礎講義実習棟２階）

演題：「樹状細胞とともに」

講師：京都大学理事・副学長（男女共同参画、国際、広報）稲葉 カヨ 氏

・平成３０年度

日時：平成３０年１１月１６日（金）16:20～17:50 
場所：Ｂ講義室（基礎講義実習棟２階）

演題：「腎臓病学の進歩」

講師：京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学 教授 柳田 素子 氏

・令和元年度

日時：令和元年１２月１３日（金）14:40～16:10 
場所：Ｂ講義室（基礎講義実習棟２階）

演題：「核から見る生命現象の不思議」

講師：東京医科大学 学長 林 由起子 氏

○ 男女共同参画推進のための講演会を、平成 29年度を除いて次のとおり開催した。 

・平成２８年度

日 時：平成２８年１０月３０日（日）13:00～15:00 

場 所：臨床講義室３（臨床講義棟２階）

テーマ：「iPS細胞を用いた再生医療―それは患者のためになるか―」

演 者：理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 

 網膜再生医療研究開発プロジェクト リーダー 高橋 政代 氏 

参加人数：１７７名 

・平成３０年度

日 時：平成３０年１０月２７日 9:30～11:00 

場 所：臨床講義室１（臨床講義棟１階）

テーマ：「『道なき道の歩き方』～女性学は何を目指すか？～」

演 者：社会学者・東京大学名誉教授 

認定 NPO 法人ｳｨﾒﾝｽﾞｱｸｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ（WAN）理事長 上野 千鶴子 氏 

 参加人数：１７０名 

・令和元年度

日 時：令和元年１０月２７日 11:00～12:30 

場 所：臨床講義室１（臨床講義棟１階）

テーマ：「多様性を認め合う社会の実現に向けて」

演 者：京都精華大学 学長 ウスビ・サコ 氏 
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参加人数：４０名 

○ 本学男女共同参画推進の取り組みが、内閣府「女性のチャレンジ賞特別部門賞」

を受賞（平成２９年度）し、このことが各種メディアで取り上げられたほか、本学

広報誌「医大ニュース」において特集記事として掲載し学内外に広く配布した。 

○ 上述のとおり、学生への教育及び教職員への意識啓発等を実施していることか

ら、「順調に進んでいる」と評価した。 

②優秀な女性研究者をロールモデルとして活用することにより、次世代の女性研究者

の育成につなげる。

○ 優秀な女性研究者をロールモデルとして活用するため、「女性研究者賞」に毎年

１名の女性研究者を選出して表彰し、全学メールにて教職員に広く周知するとと

もに平成２９年度は広報誌「滋賀医大ニュース」にも掲載し、このことを広く学内

外に周知した。 

○ 上述のとおり、女性研究者を顕彰して広く周知することにより、次世代女性研究

者のロールモデルとして活用していることから、「順調に進んでいる」と評価した。 

○ 引き続き、女性研究者賞の選出を継続し、受賞者の研究内容及び受賞に至るキャ

リア等を広報誌に取り上げるなど、次世代の女性に対して広く周知を図る。

Ⅳ 総合評価 

  本学は、これまでに第１期マスタープラン（平成２１年度～平成２７年度）を策定し、

男女共同参画推進のための様々な活動及び取り組みを実施してきた。その検証結果等

を第２期マスタープラン（平成２８年度～令和３年度）の取り組みに反映させ、各種両

立支援制度の周知、男女共同参画推進に関する広報・各種講演会の実施等の啓発活動、

夜間保育や病児・病後児保育を含む多様な保育形態を提供する保育所の運営、育児・介

護中研究者への研究支援員配置、女性教員の多い部署に特任助教の配置、女性医師支援

のためのスキルズアッププログラムの実施など様々な取り組みを実施してきた。特に

平成２８年度から開始した「女性医師支援のためのスキルズアッププログラム」は、一

時的に離職した、又は医療活動等を制限している女性医師の医療現場への速やかな復

帰を支援するものであり、地域における医師不足解消の一助につながる取り組みとし

て高く評価され、内閣府「女性のチャレンジ賞特別部門賞」を受賞した。以上の取り組

みを通じて、女性教員の在職比率及び女性教員の採用比率等は、おおむね目標値に達し

ていることから、第２期マスタープランにおける男女共同参画推進に関する中間評価

の総合評価を４段階中の４「順調に進んでいる」とした。

この第２期マスタープランの中間評価における検証結果をもとに、令和２年度以降

の活動内容等をさらに充実させて一層の推進に努める。



第２期滋賀医科大学男女共同参画推進基本計画（マスタープラン）

滋賀医科大学は、男女共同参画社会の実現に向けて大学が果たすべき責務を自覚し、「滋賀医科大

学男女共同参画推進基本計画」を策定する。

（基本理念）

男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の実現が２１世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、男女は互いに人権を尊重し、責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮するこ

とを求めている。一方、高等教育機関である大学は、人類の福利と平和に貢献しながら、積極的に

男女の社会的な偏りを是正し、男女共同参画社会の形成に寄与すべき任を負っている。

滋賀医科大学は、男女が対等な構成員として、教育、研究、診療、社会貢献及び大学運営を行う

ことにより、男女共同参画社会の実現に貢献する。

（基本方針）

基本理念を具体化するため、滋賀医科大学の全構成員の共通目標として、以下のような基本方針

を確認する。

１．教職員の人的構成における男女格差の是正

２．大学運営における意思決定への女性の参画拡大

３．教育・研究・就労・修学と家庭生活との両立支援

４．性差別のない環境の構築

５．男女共同参画に関する意識改革のための教育、広報・啓発活動

（行動計画（アクションプラン））

基本方針に基づく具体的な取組み内容として、以下の行動計画を掲げる。大学及び各部局は、行

動計画に基づいて数値目標を設定し、計画的に取組みを推進する。また、男女共同参画推進室は、

目標の達成度について中間評価を実施し、公表する。

１．教職員の人的構成における男女格差の是正

１）女性教員の在職比率を２３％以上に維持し、教職員の男女在職比率の改善に努める。

２）女性教員の採用比率を２５％以上に維持するよう女性教員を採用する。

３）両立支援等を実施し、女性教員等の離職防止を図る。

２．大学運営における意思決定への女性の参画拡大

１）管理職に占める女性の割合を改善するため、女性役員を１名以上置き、第２期計画期間終

了時点で女性登用率を２８％以上とする。

２）教職員・学生からの男女共同参画に関わる意見を積極的に取り入れる。

３．教育・研究・就労・修学と家庭生活との両立支援

１）育児休業、介護休業及び短時間勤務制度等の両立支援制度の周知を図り、自身のワーク・

ライフ・バランスに適した制度の利用を促進させる。

２） 積極的な両立支援策として、多様な保育形態を提供し、利用しやすい保育施設を運営する。

３）出産・育児等により研究活動の低下を生じさせない環境整備として設置した研究支援体制

を周知し、より一層の利用促進を図る。

４）男女共同参画に関する取り組みを地域の自治体・大学・関係機関等と連携して進め、男女

共同参画社会の実現に資する。

４．性差別のない環境の構築
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１）性別役割分担意識から生まれる慣行からの不利益を解消するための対策を講じる。

２）セクシュアル・ハラスメントなど人の尊厳を侵害する行為を防止し、人権を尊重する環境

を構築する。

５．男女共同参画に関する意識改革のための教育、広報・啓発活動

１）学生に対して早い時期からの男女共同参画に関する意識改革を促すため、学生への教育プ

ログラムを充実させ、教職員対象の講演会等に学生を参加させ、全学的に意識改革に取り

組む。

２）優秀な女性研究者をロールモデルとして活用することにより、次世代の女性研究者の育成

につなげる。

（推進体制）

本基本計画は、男女共同参画推進専門委員会が推進する。

１．男女共同参画推進専門委員会は、男女共同参画推進室室長を委員長とする。

２．男女共同参画推進専門委員会は、男女共同参画事業を実施する。

（計画期間）

本基本計画の第２期の計画期間は、平成２８年度から平成３３年度までの６ヵ年とする。第２期

計画の進捗状況について、平成３１年度に中間評価を実施する。
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達成状況の理由

① ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

② ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

③ ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

① ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

② ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

① ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

女性教員の採用比率を２５％以
上に維持するよう女性教員を採
用する。

平成30年度の女性教員採用比率
は24.2％と目標値に達しなかった
が、令和元年度は27.6％に上昇し
ており、期間全体の女性教員採用
比率は平均30.0％である。

両立支援等を実施し、女性教員
等の離職防止を図る。

平成28年度から令和元年度にかけ
て女性教員の離職割合は減少傾
向で推移しており、期間の初年度
である平成28年度の20.0％から令
和元年度は8.2％まで減少した。

２．大学運営における意思決定への女性の参画拡大

管理職に占める女性の割合を
改善するため、女性役員を１名
以上置き、第２期計画期間終了
時点で女性登用率を２８％以上
とする。

平成29年度から女性役員として女
性監事を１名置いており、管理職に
占める女性登用率についても令和
元年度時点で28.1％と目標値に達
している。

教職員・学生からの男女共同参
画に関わる意見を積極的に取り
入れる。

保育所利用者アンケートに寄せら
れた意見を取り入れ、年齢区分別
保育定員に幅を持たせる規程改正
を行い、その時々のニーズに合わ
せた柔軟な受入れを可能とし、病
児・病後児保育室に関するアン
ケートに寄せられた定員増の要望
に応えるため、令和元年度に定員
を１名から３名に改正する準備を
行った。女性医師のためのスキル
ズアッププログラムへの意見を取り
入れ、複数診療科を体験できるプ
レプログラムを規定する規程改正も
行った。

３．教育・研究・就労・就学と家庭生活との両立支援（ワークライフバランスの確立）

育児休業、介護休業及び短時
間勤務制度等の両立支援制度
の周知を図り、自身のワーク・ラ
イフ・バランスに適した制度の利
用を促進させる。

新規採用者に両立支援リーフレット
を配付し本学で利用できる制度を
周知し、女性教員が気兼ねなく子
育てなどの支援制度が利用できる
ように女性教員が多い部署に特任
助教を配置する等の取り組みによ
り、育児休業及び育児部分休業は
毎年一定数利用されている。育児
短時間勤務については年々教職
員の認知度が高まり利用者数は増
加傾向を示している。

令和元年度 滋賀医科大学男女共同参画推進基本計画（マスタープラン）中間評価

行動計画（アクションプラン） 現在の達成状況

１．教職員の人的構成における男女格差の是正

女性教員の在職比率を２３％以
上に維持し、教職員の男女在職
比率の改善に努める。

平成28年度から令和元年度までの
４年間の本学女性教員在職比率
は、目標値である23％以上を維持
している。
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達成状況の理由

② ４ 順調に進んでいる

③ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

③ ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

④ ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

① ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

② ４ 順調に進んでいる

③ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

① ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

② ④ 順調に進んでいる

３ おおむね順調に進んでいる

２ やや遅れている

１ 遅れている

出産・育児等により研究活動の
低下を生じさせない環境整備と
して設置した研究支援体制を周
知し、より一層の利用促進を図
る。

研究支援員の配置については利
用する研究者数及び配置する研究
支援員数が着実に増加している。

行動計画（アクションプラン） 現在の達成状況

学生に対して早い時期からの男
女共同参画に関する意識改革
を促すため、学生への教育プロ
グラムを充実させ、教職員対象
の講演会等に学生を参加させ、
全学的に意識改革に取り組む。

医学科１年生を主な対象に著名な
演者を招いて行う講義「医学特論」
において、平成29年度から、毎年、
年３回の講義のうち１回は、学生の
男女共同参画に係る意識の向上を
図ることも目的として女性研究者を
招聘し、そのキャリアパス等の観点
も含めて講義を行っており、男女共
同参画推進に関する講演会につい
ては学園祭実行委員会と共催し学
生を含む一般市民を対象として開
催した。

４．性差別のない環境の構築

性別役割分担意識から生まれる
慣行からの不利益を解消するた
めの対策を講じる。

平成30年度に実施した教職員の男
女共同参画推進に関する意識調
査では、職場で男女差別を感じた
ことがある者の割合は24.8％と低
かった。特に女性が差別を感じる
割合は、平成26年度の22.0％から
平成30年度は20.6％に減少した。

セクシュアル・ハラスメントなど人
の尊厳を侵害する行為を防止
し、人権を尊重する環境を構築
する。

人権を尊重する環境を構築するた
め、毎年ハラスメント防止研修会を
開催するなど様々な取組みを継続
的に実施しており、ハラスメント相談
員が断続的にハラスメント相談に対
応している。

５．男女共同参画に関する意識改革のための教育、広報・啓発活動

積極的な両立支援策として、多
様な保育形態を提供し、利用し
やすい保育施設を運営する。

両立支援のための学内保育所で
は病児・病後児保育や夜間保育な
ど多様な保育形態を提供しており、
年齢別保育定員を柔軟に規定する
等により利用しやすい保育施設の
運営に努めている。

優秀な女性研究者をロールモ
デルとして活用することにより、
次世代の女性研究者の育成に
つなげる。

毎年、優秀な女性研究者を顕彰し
て広く周知することにより、次世代
の女性研究者のロールモデルとし
て活用している。

男女共同参画に関する取り組み
を地域の自治体・大学・関係機
関等と連携して進め、男女共同
参画社会の実現に資する。

本学における男女共同参画推進の
取り組みは、内閣府「女性のチャレ
ンジ賞特別部門賞」を受賞するな
ど外部から高く評価された。
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